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1.専門性を有する職員による保育

２.家庭との連携

3.発達過程を踏まえた保育

４.環境を通して行う保育

5.養護と教育が一体となった保育

6.子育て支援

大きい子は小さい子にいろんなことを教えたりお世話をすることで、年下の子をいたわる心も育む

ことができます。小さい子は「早く大きい友達がしていることがしたい」と、大きい子を目標にすること

ができます。

　また、成長の違うさまざまな子どもが集まる環境で保育を行うため、人の違いを受け入れる力を

養えることができます。良好な交友関係を築く方法を身につけられることも大きな特徴の一つです。

　モンテッソーリ教育は、イタリアの女医マリア・モンテッソーリ女史が、子どもを観察しながら

子どもから教えられ生み出した教育方法です。

　子どもが育つためには、環境(異年齢混合のたてわりクラス)が大きな役割を果たし、発達に

適した環境、子どもが生来持っている成長の力を発展させていくことができるという考えに基づ

いています。自由選択の自己活動を中心とした、一人ひとりの子どもの個性を尊重し子どもの

リズムに合わせた教育方法です。

モンテッソーリ教育による日常生活・感覚・言語・数の教材を取り入れ、

た て わ り 保 育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもの自発的な活動を促しています。

たてわり保育は、異年齢の子どもとふれあうため、さまざまな刺激を受けることができます。

モンテッソーリ教育とは

春江みどり保育園は児童福祉法に基づき、保育の必要な乳幼児の保育を行い、

乳幼児一人一人の人権や主体性を尊重し、その子供の最善の利益を考慮し、

その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を用意し、健全な心身の発達を図ります。

保育の理念

生きる力の基礎を培う

保 育 の 基 本 方 針



　春江みどり保育園での教育・保育を提供するにあたり、当園より説明すべき事項を

入園のしおりの中で説明させていただきます。

●利用施設

認可保育所

春江みどり保育園

福井県坂井市春江町江留下宇和江9

（０７７６）５１-０２８５ （FAX) （０７７６）５１－９９３３

midori-go@harue-midori.ne.jp

園長 渡邊　眞吾

０歳児 ３号 １０名 ３歳児 2号 １５名

１歳児 ３号 １５名 ４歳児 2号 １５名

２歳児 2号 １５名 ５歳児 2号 20名

計　９０名

施設の目的

※本園の運営方針、保育理念については、表紙裏に記載されています。

●職員体制（R５．１２．１現在) ●関係機関連絡先

１名

１名 嶺北消防署　　　　　　　　

18名 坂井警察署　　　　

１名

１名 友田病院　　　　　　　　　

１名

１名

●建物の概要 ※冷暖房完備・施設警備完備

建物 732.94㎡

乳児室 １室 保育室

調理室 １室 幼児用トイレ

ホール 1室 屋外遊技場（園庭） 383.00㎡

栄養士

調理師

子育て支援員

保育サポーター

総合警備保障
（ｱﾙｿｯｸ）

（０７７６）－２３－２２８８

（０７７６）－５１－０３４３

鉄筋コンクリート平屋 面積

施

設

の

内

容

4室

5室

施設の種類

施設の名称

施設の所在地

電話番号

E-mail

管理者氏名

利用定員（年齢ごと）

　本園は、保育を必要とする小学校就学前の子供に対する保育を行
い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与
えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

（０７７６）－５０－３０８８

（０７７６）－５１－０１１９

（０７７６）－66－０110

園長

主任保育士

保育士

坂井市役所
保育課
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●個人情報の取り扱いについて

個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法律などを遵守

するとともに、個人情報の適切な管理、保護の努めます。

※当園では、保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて得た個人情報、または日々の保育

業務を通して得た個人情報を「児童福祉法」及び厚生労働省編「保育所保育指針」が示して

いる保育所保育の円滑な実施以外の目的で使用することはありません。

●個人情報の利用目的

下記の目的で、個人情報を利用させていただきます。

・小学校などへの円滑な移行、継続が図れるよう、卒園にあたり入学する予定の小学校等との間で

情報共有する。

・他の教育保育機関へ転園する場合、そのほか兄弟姉妹が別の施設などに在籍する場合において、

ほかの施設との間で必要な連絡調整を行う。

・緊急時において、病院その他関係機関に対し、必要な情報提供を行う。

・園だよりや保育だよりに写真・名前・生年月日を掲載する。

・園の紹介や園生活の様子を見ていただく目的で、園内外の行事、職員研修などの撮影し、

園外広報関係へ掲載すること、及びケーブルテレビによる撮影と放送を行うこと。

・ホームページに写真を掲載すること。

・写真販売のためオンライン写真サービス「そだちえ」に写真をアップロードする。

●個人情報保護についてのお願い

・本園では、子ども達のクラス活動の様子をホームページ、保育だよりで定期的に発信しています。

個人的な目的でお楽しみいただけますよう、お願いします。

・オンライン写真サービス「そだちえ」で購入した写真や、園行事にて個人的に撮影したお写真に

関しては個人的に楽しんでいただくものであり、不特定多数の閲覧の可能性のある媒体(インター

ネットなど)への掲載や販売は禁止させていただきます。

●個人情報の開示請求について

園長　渡邊　眞吾　　までお問い合わせください

個人情報の保護に関する当園の基本姿勢
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1.保育所とは

  保護者が仕事や病気、出産などの理由により児童を家庭で十分保育することができない場合、保護者

に代わって保育する施設です。

　また、家庭や地域社会と十分な連携を図りながら、保護者の協力の下に家庭における養護と教育の補

完を行い、豊かな人間性を育むことを目的とした児童福祉施設です。

　  希望する場合には、認定を受ける必要があります。◆

　　 まず、市が上に記載の「保育を必要とする事由」により、保育の必要性の認定を行い、保育必要量

　　の区分を決定し、支給認定証を交付します。つまり、保護者の就労状況等によって、認定される期間

    や保育必要量が決まるようになります。

＜有効期間＞ ２号認定　　小学校就学前まで

３号認定　　満３歳になる日の前日まで

  　　　（※保育所に入所している子以外の育児、その他市が認める事由）

・『集団生活に慣れさせるため』、『社会生活を身につけさせるため』、『友だちがいないため』、

2.入園の期間および保育料について

 『遊ぶ場所がないため』というような理由では、入所できません。

   ◆保育を必要とする事由◆

  ０歳から就学前の乳幼児で、保護者（父母）が次の事由により家庭で保育できない場合です。

  ①    就労（１ヶ月48時間以上）※パート、アルバイト、内職、自営（農業等）などすべての就労を含みます。

  ③    病気やケガ、心身に障がいがあるため

  ④    同居又は長期入院している親族の介護、看護

  ●支給認定の有効期間は次のように決められます●

　⑩　　その他、保育を必要とする特別な事情があり、市が認めるもの

保育所の利用を希望される方は、次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

  ⑤    災害復旧にあたっている

  ⑥    求職活動をしている

  ⑦    就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）

  ⑧    ＤＶや虐待のおそれがある

  ②　　妊娠、出産    

　　　　　　＊上の②⑥⑦⑧⑩の事由は有効期限が異なります＊

  ◆平成２7年４月より子ども・子育て支援新制度がはじまり、保育所などの施設の利用を　

  ⑨    育児休暇取得中に、既に保育している子どもがいて継続利用が必要である
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    ◆保育料◆

保育料は、父母の市町村民税所得割額の合算額より算定され、保育料の切り替え時期は毎年９月に

なります。４月～８月分は、前年度の市町村民税所得割額、９月以降は当年度の市町民税所得割額に

より算定します。金額は、入所開始日の前後に保育料決定通知書でお知らせします。

なお、３～５歳児（２号認定）の子どもと、０～２歳児（３号認定）市町村民税非課税世帯の子どもについ

ては、令和元年１０月から保育料は無償になりました。

（詳しくは、坂井市の保育園入園申し込みのしおりをご覧ください。）

    ◆給食費◆

①　３～５歳児について

　３～５歳児の副食費（おかず・おやつ等）については、令和元年１０月から「保育料の無償化」に

より、「実費徴収する費用」とされ、保育料から引き離されました。したがって、副食費は保護者に

負担いただくことになります。

当園では、副食費４，５００円を口座振替により納付いただいております。

(その他、絵本代・教室代・保護者会費なども振替します。)

口座振替依頼書を記入し、園の方に提出ください。

口座引き落とし日は、毎月末日です。(詳しくは、後日配付します)

但し、次に該当する場合には、副食費の免除制度があります。この方は、現金集金となります。

　　・世帯の課税状況が月額７７，１０１円未満の子ども

　　・ひとり親世帯の子ども

　　・第３子以降の子ども

②　０～２歳児の給食費（主食費・副食費）については、保護者の負担は保育料に含まれています。

　 (その他の絵本代・保護者会費などは、現金集金します。集金袋をお渡しします。
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3.園生活の手引き

(1) 　保育時間

①　原則として下記の時間内で、保育を行います。

保育標準時間　　午前７時から午後６時まで

保育短時間　　　 午前７時から午後４時まで

②　上記時間内での送迎が困難な家庭の児童については、保育時間の延長をします。

保育標準時間　　午後６時から午後７時まで (延長保育料金は月額２，５００円、１回２００円)

保育短時間　　　 午後４時から１時間ごとに２００円 (延長保育料金は１時間ごと２００円)

　　　※　事前に保育園に申し込んでください。通常の保育料とは別に費用がかかります。

③　日曜、祭日、年末年始（１２月29日～1月4日）はお休みです。

④　土曜保育は、原則として家庭での保育をお願いしておりますが、お仕事で都合の悪い方は

　　　前月の１５日までに申し出てください。(弁当持参)

⑤　新年度準備期間（４月１日～３日）・お盆の期間（８月１４日～１６日）は、希望保育です。お仕事

　　で都合の悪い方は、申し込みください。

(2) 　登園、降園について

①　保護者において送迎をお願いします。

　　　兄、姉(小・中学生)がお迎えにこられても降園できません。

　　　どうしても保護者が送迎できず、代理の方が送迎されるときは、事前に連絡してください。

　　　連絡がない場合は安全面を配慮し、お渡しできません。

②　車で送迎される方は、正しく安全な交通マナーを示し、事故のないよう、ご指導、ご協力をお願

　　　いします。（園前は、一方通行でお願いします。）

③　登園の際には、必ずお子さんの健康状態（顔色・熱など)をみて登園させてください。

④　登園時は下の表のとおりお子様をお連れください・降園時は玄関でお待ちください。

8:30～ 15:45～

たんぽぽ
ひまわり

ゆり
各部屋まで 玄関まで

さくら

すみれ
玄関まで 玄関まで

⑤　暴風雨の警報や突発事故の発生した場合には、メールにて緊急連絡をさせていただきます

　　　のでお迎えにきてください。(第１避難場所・当園の園庭、第２避難場所・福井県教育研究所)

　　　(別紙のとおり、メールアドレス登録をお願いします)

⑥　欠席するときは保育園へ連絡してください。( 9時までにお願いします。)

⑦　QRコードをお持ちいただき、玄関のカードリーダーにて、登園・降園の登録をお願いします。

17:00～17:30

　QRコードで降園の登録を済ませ、マイクで名前を呼

んで玄関でお待ちください。
玄関まで

ホールまで

17:30～7:00～8:30
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(３） 　健康管理

①　乳幼児では、お子さんの健康状態の把握のため、毎朝健康状態の観察などのほか

  　　　　   次のとおり専門医による健康診断、定期的に行う身体測定を実施しています。

　・　健 康 診 断　( 嘱託医による診断 )

(友田医院)

(大野歯科医院)

　・　身 体 測 定 　( 保育園職員が実施 )

身長 ・ 体重　　－　　毎月

　・　尿 検 査 ( 専門機関へ依頼 )    ー　　年1回

②　保育園では食物アレルギー児への対応をしています。なお、アレルギー対応食を

　　　希望する場合は、入園時に担当医師の指示書を提出していただきます。

　　　（状態の確認のために、進級時（４月）には再度提出をお願いしています。）

　　　また、対応食が不要になった場合は、保育園に申し出てください。

　　　※　対応食が難しい場合には、代替食を持参していただくことがあります。　　

③※お子さまが体調不良の時には、必ず受診し、その結果を園にお知らせください。

　　　症状後２４時間は、出来るだけ自宅で様子をみてください。

　　　（医師の許可があれば登園可能です。しかし、園での症状がひどい場合には自宅療養を

　　　　お願いすることもあります）

　※保育中に発熱し、３８．０℃以上の場合は、お迎えをお願いしています。

・保育中に発熱した場合、３７．５℃以上で、保護者の方に1回目の電話連絡をさせていただい

ています。その後、お子様の状態に合わせて電話連絡を入れさせていただきます。

体温が38.0以上になった場合はお迎えをお願いします。

　　　（インフルエンザ流行時期、新型コロナウイルス等には、園医等の指導のもと、電話連絡、

　　　お迎えの体温が変わります。）また、嘔吐、咳・下痢などで著しく体調の悪い様子が見られ

　　　る場合には、熱がなくてもお迎えをお願いすることがあります。

　　※保育園に薬を持参するときは、必ず「与薬依頼書」を添付してください。（ｐ１０参照）

　　※保育園は、集団生活です。感染症を防ぐためにも、体調不良の症状が出てきたら、医療機

　　 　関に受診してください。感染症の病気の時は、医師の指示に従って、病気が完治してから

　　　 登園させてください。その際、「登園許可願」が必要となります。（ｐ１1参照）

　     与薬依頼書・登園許可願は園にありますので、お声かけ下さい。

　　   また、HPの保護者専用ページからダウンロードすることもできます。

　　※登園前に健康をチェックし、連絡帳後の検温カードを記入してください。

歯科　　ー　　年1回

内科　　ー　　年２回

り

よ
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(４） 　けが等への対応

保育園では、子どもたちの安全について十分注意していますが、万一けがをしたり事故

にあったときは、必要に応じて直ちに専門医師の処置を受けます。

なお、この際の医療費については、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共

済給付制度が適用される場合があります。

( 日本スポーツ振興センターへ全員加入していただきます。 )

(5） 　給食

①　乳幼児期は、最も成長の著しい時期です。保育園では、お子さんの

　　　状態に応じて調理方法や量を考慮しながら、楽しく食事ができる

　　　とともに、正しい食習慣や衛生に対する知識を身につけ、望ま

　　　しい社会性を培うようにと考え、次のとおり給食をしています。

　※　３歳未満児は、主食・副食を用意します。おやつは、９時３０分と１５時に食

        べます。

　※　３歳以上児は、副食のみです。主食(ごはん)は、月曜日から金曜日まで弁

　　　　当箱に入れて持たせてください。おやつは、１５時に食べます。

②　毎月「給食だより」を配付します。家庭での食事の参考にしてください。　

　   行事食等により、主食(ごはん）のいらない日もありますので、「給食だより」をよく

　　　ご覧になってください。

(６） 　昼寝

　　年間を通して昼寝をします。５歳児は活動や体力に合わせて、休息をとります。

(７） ホームページ・写真販売

お子様の保育園での様子や、園行事の様子を、園のホームページ（保護者専用ページ）

で随時紹介しています

(https://www.harue-midori.jp/)

※保護者専用ページへのアクセスはID・パスワードが必要です。

オンライン写真サービス「そだちえ」

※写真の閲覧、購入には会員登録と認証コードが必要です。

会員登録の方法、認証コードにつきましては、別紙にてお知らせします。

（８） 児童調査票

・保育中の病気やけがなど、緊急の連絡をする場合があります。連絡先の電話番号は、必ず保護者

と連絡が取れる番号をお書きください。

7
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おねがい

① 入園当時の届出事項の中で変更(住所、連絡先、勤務先、家庭状況)が生じたときは、

すぐに保育園へお知らせください。

② 保育園を退園するときは、手続きが必要ですので、すみやかに保育園まで知らせて

ください。

③ 保育園からの通知はよく読んで、返事の必要なときは、期日までに忘れないようにお

願いします。

おわりに

★ 子どもは、お父さん、お母さんのなにげない毎日の生活の仕方、考え方で育ちます。

「健康で明るく、思いやりのある自主的な子ども」 をめざして育てましょう。

★ お子さんのことについて、気になる点がありましたらお問い合わせください。保育園と家庭

が綿密な連絡のもとに、一体となってお子さんの健全な成長を図りたいと願っております。

また、保育園に対する希望・感想なども遠慮なく申し出てください。

〒　９１９－０４１６

          ℡ :　(0776)  51 - 0285　　　Fax : (0776)  51- 9933

   http://harue-midori.jp  E-mail :midori-go@harue-midori.jp　

福 井 県 坂 井 市 春 江 町 江 留 下 宇 和 江 ９

　社会福祉法人　　春江みどり保育園
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保育参加（２歳児）

生活発表会、おじいちゃん・おばあちゃん会（５歳児）、もちつき会（５歳児　鏡餅づくり） 

クリスマス会、個人懇談（０歳　８～１１月途中入園児）

ひなまつり祝(３日)、お別れ遠足（５歳児）、お別れ会

第３回保護者会役員会、卒園式（２５日）、在園児保育修了(３１日)

おたんじょう会(月１回)、子育て広場(月２回)、避難訓練（月１回）

体操教室　(年１８回、３・４・５歳児)、

英語であそぼう(年１１回、４・５歳児)

水泳教室(年１８回、５歳児)

クッキング（年３回、５歳児）、クラフト教室（年２回、５歳児）

※実施日を園だよりでご確認ください。

※感染症流行時には、計画を変更することがあります。

通
年
行
事

１月

２月

３月

新年お楽しみ会、内科検診、観劇　　　　　　　

卒園児記念写真撮影（５歳児）、まめまき会、お店屋さんごっこ

保育参観(０～５歳児)

令和６年度　　事　業　計　画

４月

５月

６月

１０月

１１月

７月

８月

９月

入園・進級式(４日)、第１回保護者会役員会

こどもの日祝(５日）、春季親子遠足（３～５歳児）、内科検診 

歯科検診、大掃除、保育参加（３～５歳児）

七夕まつり、夏まつり、観劇、保育参加（３～５歳児）

保育参観（１歳児）,個人懇談（０歳 ４～７月途中入園児）

第２回保護者会役員会

運動会、秋季遠足（２～５歳児）、水害等避難訓練（引き渡し訓練）

七五三祝(１５日)

１２月
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保育園へ登園する子供たちは、ほとんど集団生活に支障がない健康状態にあり、

本来、保健士、看護師が在籍していない保育園で与薬することは望ましくありません。

診察の際、医療機関で保育園に通っていることを伝え、

薬の処方は出来る限り１日２回の処方でお願いしてください。

しかし、医師の指示により保育時間内にどうしても必要な薬はご相談下さい

薬を持参する場合、日本保育園保険協議会に沿って対応させていただきます。

保育園での与薬について

保護者の方へ 日本保育園保険協議会

お子さんのくすりは、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急止む得ない理由で保護者が登

園できないときは、保護者と園側で話し合いのうえ、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合

は万全を期するために「与薬依頼書」に必要事項を記載していただき、クスリに添付して保育園に手渡してい

ただきます。

・くすりは、お子さんを診察したいしが処方し調剤したもの、或いはその医師の処方によって薬局で調剤した

ものに限ります。
・保護者の個人的な判断で持参したくすりは、保育園としては対応できません。

・座薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付してく

ださい。なお使用に当たっては、その都度保護者に連絡しますのでご了承ください。
・初めて使用する座薬については対応できません。

・「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように判断して与えなければならない

場合は、保育園としてはその判断ができませんので、そのつど保護者にご連絡することになりますのでご了承

ください。

・慢性の病気（気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気）の、日

常における投薬や処置については、保育園保育指針（厚生省）によって、子どもの主治医または嘱託医の指示

書に従うとともに、相互の連携が必要です。

・持参するくすりについてA.医師が処方したくすりには必ず「連絡票」を添付してください。B.なお「薬剤情報

提供書」がある場合には、それも添付してください。C.使用するくすりは１回ずつに分けて、当日分のみご用意

ください。D.袋や容器にお子さんの名前を記載してください。

・主治医の診察を受けるときには、お子さんが現在○○時から○○時まで保育園に在住していることと、保育

園では原則としてくすりが使用できないことをお伝えください。

10
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保護者の方でご記入をお願いします 

★「登園届」は、登園初日に保育士に手渡ししてください。 

 
登 園 許 可 願（インフルエンザ回復届） 

春江みどり保育園 園長様 

     クラス名         組     児童名                  

インフルエンザのため欠席していましたが、医師の指示に従い、下記のとおり回復しまし

たので、登園の許可をお願いします。 

※登園の日については、受診時に医師に確認し、その指示に従ってください。 

受診した医療機関名                               

医療機関の電話番号           （      ）               

 

令和   年   月   日      保護者氏名                 

 

登園基準の考え方  

基準① 発症（発熱）した日の翌日から５日間過ぎていること 

基準② 解熱した日の翌日から３日間過ぎていること 

上記の①と②の「両方」を満たしていることです。 

①発症（解熱）後５日間の考え方   ※日付の記入をお願いします。 

②解熱後３日間の考え方      ※日付けの記入をお願いします。 

 

 

 

 

 

★①と②の両方の日付を満たしていないと登園できません。                                   

  

インフルエンザの型（〇をつけてください。） Ａ型 ・ Ｂ型 

診断を受けた日（受診した日） 月    日 

発症日（発熱した日） 月    日 

解熱した日 月    日 

登園再開日（登園基準①と②の両方を満たし、治癒後の再診 
で医師による登園許可を得た日 

月    日 
当日の体温（      ℃） 

日付   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ①  ／  以降 

発症日 

（発熱） 
  

 

   

日付   ／ ／ ／ ／ ②  ／  以降 

解熱日  

 

  

５日間 

３日間 
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保護者の方でご記入をお願いします 

★「登園届」は、登園初日に各クラスの保育士に手渡ししてください。 

 
登 園 許 可 願（インフルエンザ回復届） 

春江みどり保育園 園長様 

     クラス名    みどり  組     児童名   はるえ みどり        

インフルエンザのため欠席していましたが、医師の指示に従い、下記のとおり回復しまし

たので、登園の許可をお願いします。 

※登園の日については、受診時に医師に確認し、その指示に従ってください。 

受診した医療機関名      〇〇〇病院                         

医療機関の電話番号     ○○○〇  （ 〇〇 ） ○○○○              

 

令和 ３年  １月１７日      保護者氏名     はるえ 太郎            

 

登園基準の考え方  

基準① 発症（発熱）した日の翌日から５日間過ぎていること 

基準② 解熱した日の翌日から３日間過ぎていること 

上記の①と②の「両方」を満たしていることです。 

①発症（解熱）後５日間の考え方  ※日付の記入をお願いします。 

②解熱後３日間の考え方      ※日付けの記入をお願いします。 

 

 

 

 

 

★①と②の両方の日付を満たしていないと登園できません。  

インフルエンザの型（〇をつけてください。） Ａ型 ・ Ｂ型 

診断を受けた日（受診した日） １月 １０日 

発症日（発熱した日） １月  ９日 

解熱した日 １月 １３日 

登園再開日（登園基準①と②の両方を満たし、治癒後の再診 
で医師による登園許可を得た日 

１月 １７日 
当日の体温（ 36.5 ℃） 

日付   1／9 １／10 1／11 1／12 1／13 1／14 ① 1／15以降 

発症日 

（発熱） 
  

 

   

日付  1／13 1／14 1／15 1／16 ② 1／17以降 

解熱日  

 

  

５日間 

３日間 

記入例（赤字部分を記入） 
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保護者の方でご記入をお願いします 

★「新型コロナ登園基準表」は、登園初日に保育士に手渡ししてください。 

 
新 型 コ ロ ナ 登 園 基 準 表 

春江みどり保育園  

     クラス名         組     児童名                  

新型コロナのため欠席していましたが、医師の指示に従い、下記のとおり回復しました。 

※登園の日については、受診時に医師に確認し、その指示に従ってください。 

受診した医療機関名                               

医療機関の電話番号           （      ）               

 

令和   年   月   日      保護者氏名                 

 

登園基準の考え方  

基準① 発症（発熱）した日の翌日から５日間過ぎていること 

基準② 症状が軽快した日から２４時間過ぎていること 

上記の①と②の「両方」を満たしていることです。 

①発症（発熱）後５日間の考え方   ※日付の記入をお願いします。 

②症状が軽快後２４時間の考え方      ※日時の記入をお願いします。 

★登園前日に、お子様の体調についてご連絡ください。 

★①と②の両方の日付を満たしていないと登園できません。                                   

★登園基準を満たし登園した場合でも、園生活で無理が生じた時は、お迎えをお願いする事

がありますので、ご了承ください。 

診断を受けた日（受診した日） 月    日 

発症日（発熱した日） 月    日 

症状（熱・咳・鼻水・食欲低下・倦怠感 等）が軽快した日時 月    日   時 

登園再開日（登園基準①と②の両方を満たした日） 
月    日   時 

当日の体温（      ℃） 

日付   ／ ／ ／ ／ ／ ／ ①  ／  以降 

発症日 

（発熱） 

 

     

軽快した日時 月    日    時 症状が軽快したものに○をつけて下さい。 

 

発熱 ・ 咳 ・ 鼻水 ・ 下痢 ・ 嘔吐 
軽快した日から２４

時間経過した日時 
月    日    時 

５日間 
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保護者の方でご記入をお願いします 

★「新型コロナ登園基準表」は、登園初日に保育士に手渡ししてください。 

 
新 型 コ ロ ナ 登 園 基 準 表 

春江みどり保育園  

     クラス名   みどり   組     児童名  みどり たろう   

新型コロナのため欠席していましたが、医師の指示に従い、下記のとおり回復しました。 

※登園の日については、受診時に医師に確認し、その指示に従ってください。 

受診した医療機関名        ○○病院                       

医療機関の電話番号      ○○○○ （ ○○○○ ） ○○○○              

 

令和 5年 5 月  10 日      保護者氏名   みどり 春江              

 

登園基準の考え方  

基準① 発症（発熱）した日の翌日から５日間過ぎていること 

基準② 症状が軽快した日から２４時間過ぎていること 

上記の①と②の「両方」を満たしていることです。 

① 発症（発熱）後５日間の考え方   ※日付の記入をお願いします。 

②症状が軽快後２４時間の考え方      ※日時の記入をお願いします。 

★登園前日に、お子様の体調についてご連絡ください。 

★①と②の両方の日付を満たしていないと登園できません。                                   

★登園基準を満たし登園した場合でも、園生活で無理が生じた時は、お迎えをお願いする事

がありますので、ご了承ください。 

診断を受けた日（受診した日） ５ 月  １０ 日 

発症日（発熱した日） ５ 月   ９ 日 

症状（熱・咳・鼻水・食欲低下・倦怠感 等）が軽快した日時 ５ 月 １５日 １１時 

登園再開日（登園基準①と②の両方を満たした日） 
５ 月 １６日 １１時 

当日の体温（ ３６.５  ℃） 

日付  ５／９ ５／１０ ５／１１ ５／１２ ５／１３ ５／１４ ① ５／１５以降 

発症日 

（発熱） 

 

     

軽快した日時 5 月  １5 日  １１時 症状が軽快したものに○をつけて下さい。 

 

発熱 ・ 咳 ・ 鼻水 ・ 下痢 ・ 嘔吐 軽快した日から２４

時間経過した日時 
5 月  16 日  １１時 

５日間 

記入例（赤字部分を記入）
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保護者の方でご記入をお願いします 

登 園 許 可 願 

 春江みどり保育園長様 

クラス          組   氏名                   

（ 病名                    ）のため欠席していましたが、医師の指示に

従い、下記のとおり回復しましたので、登園の許可をお願いします。 

〇発症日                     令和   年   月   日 

〇受診日                     令和   年   月   日 

○解熱し、感染症の症状がなくなった日  令和   年   月   日 

〇受診した医療機関名                        

   〇登園の日   令和   年   月   日  

    〇登園日 朝の体温         ℃ （必ず記入） 

※登園の日については、受診時に医師に確認し、その指示に従ってください。 
★「登園許可願」は、登園初日に保育士に手渡ししてください。 

 
令和   年   月   日 

 
保護者氏名                      

 
主な子どもの感染症と出席停止期間 

（学校保健安全法施行規則より） 

病 名 出席停止の期間 

インフルエンザ 幼稚園・保育所・・・発症した日を 0 日として 5 日目、かつ解熱後 3 日間 

百日咳 特有の咳がなくなるまで、又は 5 日間の適正な抗菌剤治療が終了するまで 

麻しん 熱が下がり 3 日経過するまで 

流行性耳下腺炎 腫れ始めた日を 0 日として少なくとも 5 日目まで。腫れている間は感染力あり 

風しん 発疹が消えるまで 

水 痘 

（みずぼうそう） 

ワクチン未接種  全ての発疹がかさぶたになるまで 

ワクチン接種済  新しい発疹が出なくなるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、咽頭及び結膜の症状がなくなり 2 日経過するまで 

流行性角結膜炎 目の充血が消えて目ヤニがなくなるまで 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24 時間以上経過し、解熱するまで 

流行性嘔吐・下痢症 嘔吐、下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで 

RS ウイルス感染症 解熱し、咳・鼻水がおちつき全身状態が良好になるまで 

結 核 全身の症状が快復し、主治医の許可がでるまで 



春江みどり保育園での生活の流れ

随時登園 随時登園 随時登園

保育士の健康チェックを受ける ホールにて過ごす(8：30頃まで) 保育士の健康チェック(検温)を受ける

持ち物を整理し、出席カードにシールを 保育士の健康チェックを受ける 連絡帳や保護者からの連絡で個々の

貼った子から好きなあそびを選んで遊ぶ ホールで好きなあそびを楽しむ 生活リズムを把握し、その子に合った

保育園内外でいろいろな活動をする 排泄、おむつ交換 無理のない生活をするため、おむつ交

２歳児おやつ(9:30頃) おやつ 換、食事、ミルク、睡眠、あそび等随時

保育園内外でいろいろな活動をする あつまり　 行う

(必要に応じて年齢別保育を行う) 手あそび、歌あそび おやつ　　手を洗ってもらったり、拭い

各部屋で集まり 季節の歌などを歌う てもらったりして、おやつをたべる

絵本、紙芝居を見る 絵本、紙芝居を見る (おむつ交換)

季節の歌などを歌ったりわらべうたや 保育園内外でいろいろな活動をする あそび　　散歩、園庭、室内で好きな玩

簡単なゲームなどを楽しむ 排泄、おむつ交換 具、遊具で一人遊びを楽しんだり、保育

昼食準備 昼食の準備をする 士や友だちとかかわり遊ぶ(おむつ交換)

保育士と４,５歳児の当番で昼食の準備 みんなそろって食事をする 昼食　　離乳食を食べさせてもらったり、

をする 食事が終わった子から後片付けをして、 自分で食べられる子は食べる

グループごとに揃ったら食事を始める うがいをする 午睡　　ゆったりとした雰囲気の中で十

食べ終わった子から歯みがきをする 排泄、おむつ交換 分に眠る

午睡をする（２・３・４歳児） 午睡をする おやつ　目覚めた子から随時手を洗った

５歳児活動(リトミック・言葉遊び・クッキングなど) 目覚め、排泄、おむつ交換 り、拭いてもらったりする

目覚め おやつを食べる ミルクを飲ませてもらったり、おやつを食

おやつを食べる 随時降園 べる

随時降園 保育士の健康チェックを受ける 随時降園　　おむつ交換、保育士の健

保育士の健康チェックを受ける 降園まで好きな遊びをしてお迎えを待つ 康チェックを受ける、保護者との家庭連

降園まで好きな遊びをしてお迎えを待つ 全園児降園 絡を密にする

全園児降園 全園児降園

クラス編成 たてわりクラス よこわりクラス

・さくらぐみ　(２・３・４・５歳児) ・ゆりぐみ    　(2歳児) ・めろんぐみ　(５歳児) ・みかんぐみ　(３歳児)

・すみれぐみ　(２・３・４・５歳児) ・ひまわりぐみ　(１歳児) ・ぶどうぐみ　(４歳児) ・ももぐみ　(２歳児)

・たんぽぽぐみ　(0歳児) ・いちごぐみ　(１歳児)

時間 さくら・すみれぐみ　(２・３・４・５歳児) 時間 ゆり・ひまわりぐみ　(1・2歳児) 時間 たんぽぽぐみ　(0歳児)

7:00 7:00 7:00

9:00

9:30

10:00

9:30

11:00

10:00

11:15

11:20

11:20

13:00

13:00 13:00 15:00

14:45 15:00

15:00 15:45

15:45

19:00

19:00

19:00

15:45
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皆さんが満足して福祉サービスをご利用いただくため

　　　お気軽にご利用ください。

　社会福祉法（平成１２年６月施行)第８２条で事業者は福祉サービスに関する苦情解決

 のための体制整備に努めることが定められました。

　保育所では皆さんが満足して福祉サービスをご利用いただけるよう「苦情受付担当者」

 と「苦情解決責任者」を置き、皆さんの要望や苦情を受け付ける苦情受付窓口を設置い

 たしました。また、苦情解決にあたり中立・公平な立場から助言を行う第３者委員も設

 けています。

◎　体制は次のとおりです。

笹 原 友 美

渡 邊 眞 吾

西 畠 春 光

宮 永 信 一

◎　苦情の受付方法は次のとおりです。

　○　要望・苦情の受付方法

　　　面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が受付します。

　　　苦情受付担当者は、受け付けた要望や苦情内容を、苦情解決責任者と第三者委員に

　　　報告をし、第三者委員は、内容を確認した上で、皆さんに報告を受けた内容をお知

　　　らせします。保育所に言いにくいという方は、直接、第三者に申し出ることができ

      ます。

　○　要望・苦情の受付時間

　　　月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までご利用できます。

　　　ただし、祝日、年末年始は除きます。

◎　苦情解決の方法は次のとおりです。

　○　苦情解決のための話し合い

　　　苦情解決責任者が、皆さんと誠意をもって話し合い、解決に努めます。

　　　必要に応じて、第三者委員が助言や立会いをします。

５１－０２８５

５１－００５６

肩書き 連絡先

５１－０２８５

５１－０８２６

苦 情 受 付 窓 口 を 設 置 い た し ま し た

苦 情 受 付 担 当 者

苦 情 解 決 責 任 者

第 三 者 委 員

第 三 者 委 員

主任保育士

園　長

春江みどり保育園監事

元教員

氏　　　名
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５歳児 ４歳児 ３歳児 ２歳児 １歳児 0歳児

600円×前月
の参加回数

５歳児 ４歳児 ３歳児 ２歳児 １歳児 0歳児

実　費

※集金額は、園児１人当たりの金額

実　　　　費

水泳教室代

延長保育料金

紙オムツ処分費
（令和５年度５月分から）

紙オムツ使用者のみ　月８０円

項　　　　目

令和６年度　春江みどり保育園　集金品目

項　　　　目

毎
月
集
金

給食費
（令和元年10月分から）

月４，５００円 保育料に含む

絵本代

随
時
集
金

用品代(４月) 実　　　　費

制服代(４月) 実　　費　（1着4,000円程度）

日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ
掛金(４月)

掛金の７割（年間２４０円程度）

遠足代(5月,10月) 実　費

卒園記念写真代
(３月)

上記の他、臨時的に集金を要する品目が発生する場合があります。

※利用者のみ　前月延長保育時間*200円(13時間以上2,500円)

保護者会費 第１子４２０円・第２子以降２１０円
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